
対象地域

提供時間 月～金（祝日、お盆、年末年始除く）
８：３０～１７：００

・入浴介護
・排泄介助
・食事介助
・更衣介助・整容介助
・移動・移乗介助
・体位変換介助
・起床・就寝介助
・服薬介助

・洗濯
・掃除
・調理
・買い物代行
・薬の受け取り
・ベッドメイキング
・衣類の整理・補修

介護認定を受け、要支援又は要介護となった方

お問い合わせ先 奈義町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所
☎０８６８－３６－６３６３
勝田郡奈義町豊沢３２７‐１

※認定を受けられていない方、又、介護保険制度上、援助できない行
為（金銭管理、医療行為、窓ふき、草むしり等）に関して詳しい内容
やわからないこと等、何でもお気軽にご相談ください。

※その他、健康状態の観察（血圧、脈拍、体温、呼吸など
の測定や、全身の体の状態を確認させていただきます。）

◉在宅での介護が必要な方はご相談ください！！

奈義町社会福祉協議会
指定訪問介護事業所


